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計画策定の背景 －生活習慣病対策の必要性－ 

　生活習慣病の中でも、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病、高血
圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増加しています。その発症前の段階であるメタ
ボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる方と予備群と考えられる方を合わせた
割合は、男女共40歳以上で高く、男性では２人に１人、女性では５人に１人の割合に達して
います。 
　生活習慣病は、予防により防ぐことができ、生活習慣病の境界域段階で留めることができ
れば、通院を減らし、さらには重症化や合併症の発症を抑え、入院に至ることも避けられます。 
　こうした考え方に立ち、今回の医療構造改革では、国・都道府県・医療保険者がそれぞれ
の目標を定め、それぞれの役割に応じた必要な取組みを進めることとなりました。 

計画の性格と期間 
　この計画は、国の特定健康診査等基本指針（高齢者医療確保法第18条）に基づ
き、市の国民健康保険が策定するもので、兵庫県医療費適正化計画と十分な整
合性を図ります。計画の期間は５年を１期とし、第１期は平成20年度から平成
24年度とします。 

市の国民健康保険の目標値 
　国の基本指針に掲げる目標数値を参考に、特定健康診査の受診率、特定保健指導の実施率
およびメタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少率の目標を次のとおり定めました。 

特定健康診査の実施 
　健診の実施形態は、市民の利便性に配慮し、かつ効果的・効率的な実施を図るため、従来
の市民総合健診と同様の形態により、基本健康診査とがん検診をセットに「すこやか市民ドック」
として一体的に実施します。また、女性のみの受診日として、レディースデイ(地域や女性の
受診者数によりレディースタイム)を設け、さらに土・日曜日の健診を実施するなど、利便性
に配慮し、被保険者のニーズを踏まえ、受診しやすい健診体制とします。 

国の目標値を達成 豊岡市の年度ごと目標 

①生活習慣病予防 ②特定健康診査 ③後期高齢者健診 ④がん検診 

実施対象者 ２０歳～３９歳の市民 ４０歳～７４歳までの 
国保被保険者 

７５歳以上等の後期 
高齢者医療被保険者 

４０歳以上の市民 

○実施対象者 

注）②特定健康診査は、加入されている医療保険で受診することになります。 

項　　目 
特定健康診査の受診率 
特定保健指導の実施率 

平成２０年度 
６０％ 
３０％ 

平成２１年度 
６０％ 
３０％ 

平成２２年度 
６２％ 
３５％ 

平成２３年度 
６４％ 
４０％ 

平成２４年度 
６５％ 
４５％ 

１０％ 基準年 メタボリックシンドロームの 
該当者・予備群の減少率 

『豊岡市国民健康保険特定健康診査等実施計画』を 
策定しました 

　「高齢者の医療の確保に関する法律 ｣に基づき、平成２０年度からは特定健康診査・特
定保健指導を、医療保険者（国民健康保険、政府管掌健康保険、企業の健康保険およ
び公務員の共済組合など）が実施責任者となり実施します。
　そこで市の国民健康保険では、４月に「豊岡市国民健康保険特定健康診査等実施計画」
を策定し、特定健康診査および特定保健指導の実施に関して、基本的な事項を定めま
した。
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　対象者には、案内通知書を送ります。健診項目(基本健康診査とがん検診等)の希望を事前に
受け付け、委託健診機関が受診者の健診日時、場所を振り分け、その指定結果を健康診査受
診票等と併せて個人に通知します。 

特定保健指導の実施 

　特定健康診査・特定保健指導の結果は、さまざまな観点から分析を行い、最終目標である
糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の減少および医療費の適正化を目指します。 
　そのため、被保険者を単位とした「個人」、地域単位の「集団」、健診・保健指導の「事業」
としての３つの評価を行っていきます。 

○健診方式および時期・回数等 

○案内方法 

○事業の分析と評価 

○保健指導対象者の選定 

健診方式 実施時期・回数等 場　　　所 
集団健診 ５月～１２月（４１日間の午前と午後） 市内公共施設（１４会場） 

個別健診（人間ドック） 年間（実施医療機関が定めた曜日等） 
医療機関 

個別健診（医師会） 年間（実施医療機関の開院時間内）　 

※ＢＭＩ：体脂肪量を表す指数。体重（kg）を身長（ｍ）の2乗で割った数値 

健　　診 

保健指導対象者の 
選定・階層化　　 

保
　
健
　
指
　
導 

　40歳～74歳の国保被保険者を対象に実施（一部除外要件あり） 

・健診結果 
・質問票 
・生活習慣上の課題の有無とその内容　等 

・生活習慣病の特性や生活習慣の改善に関する基本的な理解を支援します。 
・健診結果の提供に合せて、全員に個別のニーズ、生活習慣に即した情 
　報提供を行います。 

情報提供（個別に通知を送付） 

　準備段階に合せて、個別目標を 
設定し、具体的で実現可能な行動 
を支援します。 

積極的支援 

対象者ごとの計画策定 
　健診結果と詳細な質問票で、行動変容の準備状態を把握し、対象者 
ごとの計画を策定します。 

腹囲等 
追加リスク 

血糖・脂質・血圧 

２つ以上該当 

１つ該当 

３つ該当 

２つ該当 

あり 

なし 

なし 

あり 

２つ該当 

喫煙歴 
４０歳～６４歳 

積極的支援 

積極的支援 

動機付け支援 

動機付け支援 

対　　　象 

６５歳～７４歳 

男性８５ｃｍ以上 
女性９０ｃｍ以上 

上記以外で 
ＢＭＩ（※）が 
２５以上 

　生活習慣の改善に対する個別目 
標を設定し、行動変容につながる 
ような動機付けを支援します。 

動機付け支援 


